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第１ 調査の目的等 

 

１ 目 的 

国の行政情報は、政府の国民に対するアカウンタビリティー（説明責任)を全うし、国民の

安全や利便等の向上を図るために、国民にとってアクセスしやすい媒体・方法で、適時・的確

に公表することが求められている。 

この調査は、社会・経済活動の規模等において国内で重要な地位を占める近畿ブロックにお

いて、各府省の地方支分部局等におけるネガティブ情報のホームページによる公表状況等につ

いて、政府において国民に対するアカウンタビリティーを果たし、国民の安全や利便性の一層

の向上を図る観点から調査し、関係行政の改善に資することを目的とする。 

 

２ 調査対象機関 

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所、近畿総合通信局、大阪法務局、近畿地方更生

保護委員会、近畿財務局、大阪税関、大阪国税局、近畿厚生局、大阪労働局、近畿農政局、近

畿中国森林管理局、瀬戸内海漁業調整事務所、近畿経済産業局、中部近畿産業保安監督部近畿

支部、近畿地方整備局、近畿運輸局、大阪航空局、大阪管区気象台、第五管区海上保安本部、

近畿地方環境事務所 

 

３ 担当部局 

近畿管区行政評価局第一部第３評価監視官 

 

４ 実施時期 

平成 24年８月～11月 
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第２ 調査結果 

通         知 図表等番号

国の行政情報は、政府の国民に対するアカウンタビリティー（説明責任)を全う

し、国民の安全や利便等の向上を図るために、国民にとってアクセスしやすい媒

体・方法で、適時・的確に公表することが求められており、その公表の方法として

は、「情報通信技術を用い、行政機関の諸活動に関する透明性を高め、開かれた行

政の実現を図るとともに、行政情報を有効活用し、国民、企業等の社会・経済活動

に有益な情報資源の充実に資する観点から、行政機関に蓄積されている行政情報を

電子的手段（原則として、ホームページに掲載）により提供することを積極的に推

進すること」とされている（「行政情報の電子的提供に関する基本的な考え方（指

針）」（平成 16年 11 月 12 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定）、以下「電

子的提供指針」という。）。 

また、民間事業者や各種資格職業者の活動について、国の行政機関は、法令に基

づき指導監督を行い、その活動の公正性、適切性を担保することにより、社会・経

済活動の安定と発展を図っている。近年、経済の低成長等を背景として、より低廉

な商品やサービスが志向され、また、規制緩和による新規事業者の参入に伴い事業

者間の競争も激化する中で、法令の遵守による安全・安心の確保が要請される状況

にある。 

そうした中で、国民にとって事業者選択の判断材料の一つとなり、また、法令遵

守の確保を図るため、民間事業者等への規制・監督や各種資格職業者への指導・監

督を目的とした不利益処分及び同様の目的の社会的影響の大きい行政指導等（以下

「行政処分等」という。）の情報（以下「ネガティブ情報」という。）の適切な公表

が求められている。 

ネガティブ情報の公表に係る取組例としては、平成 19年 10 月から国土交通省本

省が、事業者等の過去の行政処分歴等が検索できる「国土交通省ネガティブ情報等

検索サイト」（以下「国交省ネガティブサイト」という。）を開設していることなど

が挙げられる。 

 

表１ 

表２ 

 本調査は、以上のような状況を踏まえ、調査対象とした近畿管内の国の出先機関

（20 機関）のうち、平成 21 年度以降、行政処分等の実績がある 14 機関における

ネガティブ情報の公表状況について調査し、関係行政の改善に資するため実施した

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 

 



 - 4 -

１ ホームページによるネガティブ情報の積極的公表 

通         知 図表等番号

(1) 公表義務があるネガティブ情報の公表 

電子的提供指針では、告示、通達、公示等の方法により法令において公表等

が義務付けられている情報については、原則として、現行の公表等の手段に加

えて電子的手段（ホームページ）でも提供することとされている。 

 今回、法令により公表等が義務付けられているネガティブ情報について、ホ

ームページによる公表状況を調査したところ、以下の状況がみられた。 

ⅰ）大阪法務局では、司法書士法（昭和 25年法律第 197 号）に基づき、司法書

士及び司法書士法人に対して業務禁止等の合計 22件の行政処分を行い、また、

土地家屋調査士法（昭和 25年法律第 228 号）に基づき、土地家屋調査士に対

して業務禁止等の合計４件の行政処分を行っており、いずれも法定の官報公

告を行っているが、当該行政処分についてホームページによる公表は行って

いない。 

ⅱ）近畿地方環境事務所では、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）に基

づき、平成 23年度に指定調査機関に対して１件の指定取消処分（行政処分）

を行い、法定の公示を官報で行っているが、当該行政処分についてホームペ

ージによる公表は行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

事例票１ 

 

 

 

 

 

事例票２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、関係行政機関（大阪法務局、近畿地方環境事務所）は、法令に

より公表等が義務付けられているネガティブ情報について、官報公告に加え、

ホームページにおいても公表する措置を講ずる必要がある。 

(2) 行政機関自身が公表の必要があるとしているネガティブ情報の公表 

電子的提供指針では、情報通信技術を用い、行政機関の諸活動に関する透明

性を高め、開かれた行政の実現を図るとともに、行政情報を有効活用し、国民、

企業等の社会・経済活動に有益な情報資源の充実に資する観点から、行政機関

に蓄積されている行政情報を電子的手段（ホームページ）により提供すること

を積極的に推進することとされている。 

今回、法令等により公表が義務付けられていないが、行政機関自身が公表の

必要があるとしているネガティブ情報について、ホームページによる公表状況

を調査したところ、以下の状況がみられた。 

ⅰ）大阪航空局では、航空法（昭和 27年法律第 231 号）に関し、航空運送事業

者に対して文書による行政指導を合計７件（業務改善勧告１件及び厳重注意

６件）実施し、これら文書による行政指導については、国民の生活及び社会

的に影響・関心が高いと思われる情報に相当するとして、プレス発表を実施

しているが、ホームページによる公表は行っていない。また、「国交省ネガテ

ィブサイト」では、航空運送事業者もその公表対象分野としているが、当該

７件については大阪航空局から本省に情報が提供されていないことから、当

該サイトにおいても公表されていない。 

ⅱ）近畿経済産業局では、消費生活用製品安全法（昭和 48 年法律第 31 号）及

事例票３ 

 

 

 

 

 

 

 

事例票４ 
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び電気用品安全法（昭和 36年法律第 234 号）に関して、事故の未然防止や再

発拡大防止のために、同法に係る違反行為に対して、行政処分及び経済産業

局長による厳重注意（行政指導）を行った場合は、事業者名を含め、その内

容についてプレス発表の上、ホームページにより公表し、また、経済産業局

担当部長による注意（行政指導）を行った場合は、年間の一覧表として件数

及び概要をホームページにより公表するよう本省（経済産業省）から考え方

が示されている。 

しかし、消費生活用製品安全法に関して近畿経済産業局長による厳重注意を

行った２件については、プレス発表の上、ホームページにより公表されている

ものの、消費生活用製品安全法に関して同局産業部長による注意を行った７件

及び電気用品安全法に関して同局産業部長による注意を行った 122 件につい

ては、ホームページによる公表は行われていない(※)。※ 本事例について、近畿経

済産業局では、調査後公表措置を実施。 

 

したがって、関係行政機関（大阪航空局）は、行政機関自身が公表の必要が

あるとしているネガティブ情報については、電子的提供指針の趣旨に沿って、

ホームページにおいて積極的に公表する措置を講ずる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ホームページによるネガティブ情報の提供時期等の的確化 

通         知 図表等番号

電子的提供指針では、時宜を得た情報の提供を行うとともに、ホームページ等

の掲載情報の内容については最新の情報を維持管理することとし、また、報道発

表資料やその他国民等に速やかに提供することが重要な情報は、原則として、公

表日等に提供するよう努め、それが困難な場合においても、公表日等に直近のホ

ームページに掲載可能な日の提供に努めることとされている。この趣旨を踏まえ、

ホームページによるネガティブ情報の提供に当たっては、適時に、また適切な期

間を設定して公表するなどし、国民に対し的確に提供することが重要である。 

今回、ホームページにおけるネガティブ情報の公表時期等について調査したと

ころ、以下の状況がみられた。 

ⅰ）近畿運輸局では、鉄道事業法（昭和 61年法律第 92 号）及び軌道法（大正 10

年法律第 76号）に関し、鉄道事業者に対する文書指導（行政指導）を行ってい

るが、国交省ネガティブサイトや自局ホームページへの掲載による公表の取扱

いが区々となっているものがある。また、同局では、道路運送車両法（昭和 26

年法律第 185 号）に基づき、自動車整備業者に対して行政処分を行い、これを

ホームページで公表しているが、該当事例がないとして 10年以上の長期にわた

って更新が行われておらず、担当課の名称も当時のままとなっているページが

みられる（※）。さらに、同局では、港湾運送事業法（昭和 26年法律第 161 号）

に関し、平成 21 年度以降、港湾運送事業者に対して合計 36 件の文書警告（行

政指導）を行い、これらをホームページで公表しているが、掲載時期は、文書

警告を実施した日の 27日から 56日経過後となっている。 

※ 本事例について、近畿運輸局では、調査後改善。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例票５ 

 

 

事例票６ 

 

 

 

事例票７ 
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ⅱ）近畿総合通信局では、電波法（昭和 25 年法律第 131 号）に基づき、平成 22

年度に不法無線局を開設した民間事業者に対し、１件の運用停止命令（行政処

分）を行っている。この事例については、不法無線局に対する指導・監督状況

の年度報告として取りまとめ、平成23年度初めにホームページで公表しており、

行政処分を実施した時点で公表を行っていない。 

ⅲ）大阪税関では、通関業法（昭和 42 年法律第 122 号）に基づき、平成 23 年度

に通関業者に対して１件の業務停止処分（行政処分）を行い、これをホームペ

ージで公表しているが、業務停止期間中（71 日間）であるにもかかわらず、ホ

ームページの公表期間は、処分日から 15日間で終了している。 

 

したがって、関係行政機関は、電子的提供指針の趣旨等を踏まえ、ホームペー

ジによるネガティブ情報の提供を的確に実施するために、ⅰ）公表基準を設ける

などによる実施の統一性の確保、行政指導後の速やかな実施（近畿運輸局）、ⅱ）

行政処分を実施した時点での公表（近畿総合通信局）、ⅲ）処分内容（業務停止期

間）を考慮した公表期間の適切な設定（大阪税関）について、措置を講ずる必要

がある。 

事例票８ 

 

 

 

 

事例票９ 

 

 

 

３ ホームページにおけるネガティブ情報の利便性の向上 

通         知 図表等番号

ホームページによるネガティブ情報の公表に当たっては、利用者が分かりやす

く、目的の情報を探しやすくするように配慮するなど、国民に対する利便性の向

上に努める必要がある。 

今回、ホームページにおけるネガティブ情報の利便性について調査したところ、

以下の状況がみられた。 

ⅰ）ホームページの新着情報欄等でネガティブ情報を公表しているが、過去数年

間の報道発表資料の中にネガティブ情報が散在しているもの（大阪労働局、近

畿経済産業局、中部近畿産業保安監督部近畿支部）、また、専用のページを設け、

ネガティブ情報を集約して掲載しているが、個々の事例の件名に被処分者名等

当該事例を特定するための具体的情報が含まれていないもの（近畿厚生局、大

阪労働局、中部近畿産業保安監督部近畿支部）がみられ、これらにより目的の

事例が探しづらく、情報の一覧性も確保されていないものとなっている。 

ⅱ）ネガティブ情報が掲載されるページのタイトルが不統一となっているもの（近

畿財務局、中部近畿産業保安監督部近畿支部）、また、自局のホームページから

「国交省ネガティブサイト」にリンクしているが、トップページにその案内がな

いことから、当該サイトの存在が分かりにくいもの（大阪航空局）、さらに、ホ

ームページに同一名称のバナー（※１）が２か所に設定され、それぞれ別のページ

にリンクしているもの（※２）（近畿農政局）がみられ、これらによりネガティブ

情報の掲載場所が分かりにくいものとなっている。 

※１ ウェブページ上で他のウェブサイトを紹介する役割を持つ画像（アイコンの一種）のこと。

画像にはリンクを張り、クリックするとそのバナーが紹介するサイトを表示するようになって

いる。 

※２ 本事例について、近畿農政局では、調査後改善。 

 

 

 

 

 

事例票 10 

事例票 11 

事例票 12 

事例票 13 

 

 

 

事例票 14 

 

 

事例票 15 

 

事例票 16 
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したがって、関係行政機関は、ホームページにおけるネガティブ情報の利便性

の向上を図るために、ⅰ）ネガティブ情報の掲載場所を集約する、一覧表を作成

することなどによる情報の一覧性の確保（近畿厚生局、大阪労働局、近畿経済産

業局、中部近畿産業保安監督部近畿支部）、ⅱ）掲載ページのタイトル、本省ホー

ムページへのリンク設定の案内の見直し（近畿財務局、中部近畿産業保安監督部

近畿支部、大阪航空局）により、ネガティブ情報が迅速に検索できるよう措置を

講ずる必要がある。 
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表１ 行政情報の電子的提供に関する基本的考え方（指針）（抜粋） 

 

行政情報の電子的提供に関する基本的考え方（指針）（抜粋） 

 

平 成 16年 11月 12日

各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定

情報通信技術を用い、行政機関の諸活動に関する透明性を高め、開かれた行政の実現を図ると

ともに、行政情報を有効活用し国民、企業等の社会・経済活動に有益な情報資源の充実に資する

観点から、行政機関に蓄積されている行政情報を電子的手段により提供することを積極的に推進

することとする。 

このため、各府省は、以下の指針に沿って、行政情報の電子的提供に関する措置を実施する。

 

Ⅰ 電子的に提供する情報の内容 

１ 行政の諸活動に関する情報 

以下の情報については、他の国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障

が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に提供することとする。特に、広報・報道関係資

料については、公表内容の一層の充実を図り、電子的にも提供を行うとともに、大臣等の記者

会見の状況についても電子的な公表を図ることとする。また、外国語による情報提供について

も、要望等を踏まえ積極的な対応に努める。 

(1) 行政組織、制度等に関する基礎的な情報 

 （略） 

(2) 行政活動の現状等に関する情報  

（略） 

(3) 予算及び決算に関する情報  

（略） 

(4) 評価等に関する情報  

（略） 

 

２ 社会的な有効活用に資する情報 

各府省がそれぞれの行政目的を達成するため、収集、蓄積している電子情報（データベース

を含む。）のうち、国民、企業等からの利用の要望が多い情報又は健全な社会・経済活動に有

益な情報については、他の国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生

じるおそれがある場合等を除き、積極的に提供することとする。 

 

３ 法令により公表等が義務付けられている情報 

告示、通達、公示、公告、閲覧、縦覧等の方法により、法令において公表等が義務付けられ

ている情報については、原則として、現行の公表等の手段に加え電子的手段でも提供する。 

 

 ４ その他 

 （略） 
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Ⅱ 電子的提供に関する留意事項等 

１ ホームページ等の活用 

(1) 国民等一般に対し広く提供する情報の電子的提供は、原則として、ホームページに掲載す

ることにより行うこととし、複数のホームページ、データベースにより提供する場合におい

ても、国民等の利便性を確保する観点から、各府省ごとに１つのホームページから容易に閲

覧できるようにする。また、所管法人、国立大学法人等並びに所管の公益法人及び特別の法

律により設立される民間法人のホームページについても、各府省のホームページから分かり

やすく案内する。 

(2)・(3) （略） 

 

２ 時宜を得た情報提供と提供内容の最新化 

(1) 時宜を得た電子的提供を行うとともに、ホームページ等の掲載情報の内容については最新

の状態を維持管理することとする。また、報道発表資料やその他国民等に速やかに提供する

ことが重要な情報は、原則として、公表日等に提供するよう努め、それが困難な場合におい

ても、公表日等に直近のホームページに掲載可能な日の提供に努める。 

(2) 法令により公表等が義務付けられている情報については、可能な限り現行手段の公表等の

時期に合わせて提供することとする。 

 

３ 提供情報のわかりやすさと利便性の向上等 

(1)～(4) （略） 

(5) 各府省のホームページについては、サイトマップ（掲載事項一覧）により掲載情報を迅速

に閲覧できるようにする。 

 （以下略） 
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表２ 国土交通省ネガティブ情報等検索サイトの概要 

国土交通省では、同省の本省及び地方支分部局のホームページに点在する事業者の過去の処分

歴などの「ネガティブ情報」を一元的に集約したポータルサイト「国土交通省ネガティブ情報等

検索サイト」（http://www3.mlit.go.jp/）を、平成 19年 10 月１日にホームページ上に開設して

いる。 

 

○「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」の趣旨 

近年、企業の社会的責任を重視する考え方を背景に、コンプライアンス違反等の不祥事を犯

した企業の収益や株価が落ち込むなど、一般消費者や投資家（「一般消費者等」）が市場メカニ

ズムを通じて企業に与える影響がますます大きなものとなっています。そのような中で、従来

の行政の監督に加えて市場による選択・監視を活用することは、事業者の適正な事業運営の確

保のみならず、それを通じて安全・安心の確保、公正で自由な競争の確保といった行政目的を

達成するためにも有効です。 

 市場による選択・監視の力をより一層活用するためには、事業者の情報開示による透明性の

確保が不可欠です。しかし、過去の処分歴など、事業者にとって有利に働かない情報（ネガテ

ィブ情報）の公開は、事業者自身に任せるのではなく、行政からも業務を遂行する中で保有し

た情報を公開していくことが必要です。 

 ネガティブ情報の公開は、事業者に対し追加的なペナルティを科すために行うのではなく、

事業者の適正な事業運営の確保を目的とするものであり、ひいては、国民の安全・安心の確保、

公正で自由な競争の確保などのために有効なものです。 

 

○公開対象情報 

  ① 全ての行政処分 

  ② 個別の事業者に対する社会的影響の大きな行政指導 

  ③ 道路運送車両法違反に係る刑事告発 

  ④ 国土交通省直轄公共工事の指名停止 

 

○公開対象事業分野（平成 19年 10 月時点の対象事業分野）（注） 

建設業者、測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者、補償コンサルタント、不動産

鑑定士、宅地建物取引業者、マンション管理業者、指定確認検査機関、建築基準適合判定資

格者、一級建築士、登録住宅性能評価機関、鉄道会社、バス事業者、タクシー事業者、トラ

ック事業者、旅客船会社、航空会社、自動車整備事業者、自動車製作者等【道路運送車両法

関係】 

   （注）現在は、上記に加え、第一種旅行業者が追加されている。 

 

○情報公開期間 

５年 ： 建設業者、宅地建物取引業者、指定確認検査機関、建築基準適合判定資格者、 

一級建築士 

３年 ： 不動産鑑定士、バス事業者、タクシー事業者、トラック事業者 

２年 ： 上記以外の事業分野 
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○同サイトのトップページ（ＵＲＬ http://www3.mlit.go.jp/） 

例１

例１ 

例２ 

例３
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○同検索サイトでの検索結果例 

例１：建設業者 

 

 
 
例２：タクシー事業者 

 
 

例３：自動車整備業者 

 

 

（注）１ 墨消し部分は個別事業者名又は所在地である。 

   ２ 本表は、国土交通省ホームページに基づき作成した。 
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表３ 調査対象機関の内訳 

 調査対象機関（20機関）のうち、 

ⅰ）平成 21年度以降、行政処分等の実績がみられた 14機関一覧 

 

①近畿総合通信局、②大阪法務局、③近畿財務局、④大阪税関、⑤大阪国税局、⑥近畿厚

生局、⑦大阪労働局、⑧近畿農政局、⑨近畿経済産業局、⑩中部近畿産業保安監督部近畿

支部、⑪近畿地方整備局、⑫近畿運輸局、⑬大阪航空局、⑭近畿地方環境事務所 

 

ⅱ）平成 21年度以降、行政処分等の実績がなかった６機関一覧 

 

①公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所、②近畿地方更生保護委員会、③近畿中国

森林管理局、④瀬戸内海漁業調整事務所、⑤大阪管区気象台、⑥第五管区海上保安本部 
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＜ 事 例 票 ＞ 
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事例票１１（近畿経済産業局）…………………………………………………………  ３６ 

事例票１２（中部近畿産業保安監督部近畿支部）……………………………………  ４２ 

事例票１３（近畿厚生局）………………………………………………………………  ４７ 

事例票１４（近畿財務局）………………………………………………………………  ４８ 

事例票１５（大阪航空局）………………………………………………………………  ５０ 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票１ 対象機関名 大阪法務局 

事項（項細目） １－（１） 

司法書士等及び土地家屋調査士に関する不利益処分情報を所管法令に従い官報公

告しているが、自局ホームページで公表していないもの 
件  名 

 

司法書士及び司法書士法人は、司法書士法第３条に基づき、登記又は供託に関する手続について

の代理など、また土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人は、土地家屋調査士法第３条に基づき、

不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量などの業務に従事

しており、その懲戒処分については、次表のとおり、司法書士法及び土地家屋調査士法に基づき法

務局又は地方法務局の長が行うことができるとされている。 

 

表 司法書士、司法書士法人、土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人に対する懲戒処分権限等 

対象者 懲戒処分権者 懲戒処分の種類 関係する法令条項 

法務局又は地方法務局 戒告、２年以内の業務の停
司法書士 司法書士法第 47条 

の長 止、業務の禁止 

戒告、２年以内の業務の全
司法書士法人（注１） 同 上 司法書士法第 48条 

部又は一部の停止、解散 

戒告、２年以内の業務の停 土地家屋調査士法第42
土地家屋調査士 同 上 

止、業務の禁止 条 

土地家屋調査士法人（注 戒告、２年以内の業務の全 土地家屋調査士法第43
同 上 

２） 部又は一部の停止、解散 条 
（注）１ 司法書士法人とは、司法書士法第 26 条に基づき、同法第 29 条に定める業務を行うことを目的として司法書士が共同して設

立した法人をいう。 

２ 土地家屋調査士法人とは、土地家屋調査士法第 26 条に基づき、同法第 29 条に定める業務を行うことを目的として土地家屋

調査士が共同して設立した法人をいう。 

 

また、法務局又は地方法務局の長は、①司法書士法第 47 条に基づく司法書士への懲戒処分及び

同法第 48条に基づく司法書士法人への懲戒処分を行ったとき、②土地家屋調査士法第 42条に基づ

く土地家屋調査士への懲戒処分及び同法第 43 条に基づく土地家屋調査士法人への懲戒処分を行っ

たときは、遅滞なくその旨を官報で公告することとされている（司法書士法第 51 条及び土地家屋

調査士法第 46条に基づく）。 

さらに、法令により公表等が義務づけられている情報については、「行政情報の電子的提供に関

する基本的考え方（指針）」（平成 16年 11 月 12 日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）

において、原則として、現行の公表等の手段に加え電子的手段でも提供することが定められている。

 

今回、当局が大阪法務局を調査したところ、大阪法務局長は、司法書士、司法書士法人及び土地

家屋調査士に対し、次表のとおり懲戒処分を行っている状況がみられた。しかし、同局では、これ

らの懲戒処分結果の公表を官報で告示するのみにとどまっており、ホームページによる公表を実施

していない。 

なお、司法書士や土地家屋調査士等の案内や各種情報については、大阪法務局のホームページに

は掲載しておらず、リンク先である本省が運営するⅰ）民事局のホームページやⅱ）全国の法務局
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のホームページにおいて掲載しているが、これらのページにも懲戒処分情報は公表されていない。

ホームページによる公表を実施していないことについて、同局では、「司法書士及び土地家屋調

査士の懲戒処分の情報は、司法書士法及び土地家屋調査士法に明記された方法（官報による公告）

で公表している。なお、今までの経緯は分からないが、ホームページによる公表を定めた同指針の

存在を担当者は承知しておらず、ホームページによる公表についても検討していない。」と説明し

ている。 

 

表 平成 21年度以降大阪法務局長が実施した、司法書士、土地家屋調査士等への懲戒処分件数 

（単位：件）

24年度 公表状況 
対象者 処分内容 平成21年度 22年度 23年度

（７月末まで） 官報 ホームページ

戒告 2 1 1  有 無 

司法書士 業務停止 2 3 9 1 有 無 

業務禁止  1 1  有 無 

司法書士法人 戒告   1  有 無 

戒告 1    有 無 

土地家屋調査士 業務停止 1 1   有 無 

業務禁止   1  有 無 
（注）本表は、当局の調査結果に基づき作成した。 

 

 

 

 

リンク先１ ≪本省民事局ホームページの掲載状況≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 司法書士及び土地家屋

 調査士の業務紹介等を

 集約して掲載している

 が、懲戒処分情報は掲載

 していない。 
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リンク先２ ≪本省で運営している法務局ホームページの掲載状況≫ 

 

 「業務のご案内」をクリック

（トップページ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「司法書士・土地家屋 
 
 調査士関係」をクリック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 司法書士及び土地家屋調査士の
 
 業務紹介等を集約して掲載して
 いるが、懲戒処分情報は掲載して
 
 いない。
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票２ 対象機関名 近畿地方環境事務所 

事項（項細目） １－（１） 

土壌汚染対策法に定める指定調査機関の指定取消処分の公示を官報で行っている

が、ホームページで公表していないもの 
件  名 

 

土壌汚染対策法に基づく指定検査機関の指導・監督については、以下のとおり規定されている。

同法に基づく土壌の調査には、試料採取地点の選定や試料採取方法等により結果が大きく左右さ

れ、調査結果の信頼性を確保するためには調査を行う者に一定の技術的能力等が求められることか

ら、土壌の調査を的確に実施できる者を環境大臣が指定し（法第３条第１項）、土壌の調査を行う

者について当該指定を受けた者（指定調査機関）のみに限るとともに、この指定調査機関について

環境大臣が必要な監督等を行うこととされている。 

指定調査機関は、地方環境事務所長（注）に対する事業所名称変更内容等の届出義務及び業務規

程の届出義務があり（法第 35条、第 37条第１項）、地方環境事務所長（注）は、指定調査機関が行

う業務の信頼性確保のため、同機関に対し、①改善命令（法第 36条第３項）、②適合命令（法第 39

条）、③指定取消（法第 42条）を行うことができることとされている。 

また、地方環境事務所長（注）は、指定調査機関の指定や更新を行わないことによる指定の失効、

指定取消、業務廃止の際にはその旨を公示しなければならないとされている（法第 43条）。なお、

その具体的な方法は、官報告示及び公告等によるとされている（環境省水・大気環境局土壌環境課

「土壌汚染対策法に規定する指定調査機関に係る指定等の手引き（平成 22年４月版）」）。 

（注）土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第 27 条に基づき、これらは地方環境事務所

長に権限が委任されている。 

 

さらに、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方（指針）」（平成 16年 11 月 12 日各府省情

報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）において、法令により公表等が義務づけられている情報に

ついては、原則として、現行の公表等の手段に加え電子的手段でも提供することが定められている。

 

今回当局が近畿地方環境事務所を調査したところ、次表のとおり、平成 23 年度において指定調

査機関の指定取消（１件）を行っている状況がみられた。しかし、同事務所では、当該指定取消処

分を官報で告示するのみにとどまっており、ホームページへの掲載による公表を実施していない。

このことについて、同事務所では、同指針の存在を承知していなかったことから、ホームページ

に掲載して公表していなかったが、ホームページで公表することへの技術的な問題はないとしてい

る。 

 

※ なお、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査等は、指定調査機関のみが行うこととされて

おり、同機関は一定の経理的基礎及び技術的能力を有し、土壌汚染状況調査等を公平に行うこと

ができる者を指定することとされていることから、その指定取消情報は、調査依頼者等にとって

重要な情報であると考えられ、より広範囲に情報を伝達し、かつ容易に情報にアクセスできるよ

う、官報のみならずホームページを活用した指定取消情報の公表が求められる。 
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表 近畿地方環境事務所における指定調査機関の指定取消処分事例 

公表状況 
指定取消年月日 取消理由 

官 報 ホームページ

改正土壌汚染対策法に対応した 有 
平成 23年 9月 16 日 無 

業務規程が未届けだったため （平成 23年 10月 31 日官報） 

（注）本表は、当局の調査結果に基づき作成した。 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票３ 対象機関名 大阪航空局 

事項（項細目） １－（２） 

航空運送事業者に対する文書による行政指導について報道発表しているが、これを

ホームページで公表していないもの 
件  名 

 

大阪航空局では、行政処分及び行政指導に関して、「大阪航空局所管許可事業者行政処分審査

会設置要領」及び「大阪航空局の所管する本邦航空運送事業者及び航空機使用事業者に対して行

う行政指導について」を策定し、管内の航空運送事業者等に対する指導・監督を実施しており、

平成 21年度以降、次表のとおり、文書による業務改善勧告及び厳重注意（いずれも行政指導）

を合計７件実施している。 

また、公表に関して、「大阪航空局広報対応要領」を策定し、行政処分及び厳重注意以上の文

書による行政指導については、同要領に定める「国民の生活及び社会的に影響・関心が高いと思

われる情報に関するもの」に相当し、公表が必要であるとしており、上記７件の行政指導につい

ては、同要領に基づき、マスコミ各社へ報道資料を送付している。 

しかし、大阪航空局では、同要領において、自局のホームページへの運営や掲載基準に関し特

段規定しておらず、別途ホームページに関する運営要領等を策定していないこともあって、上記

の７件については、自局ホームページへ掲載していない。 

※「行政情報の電子的提供に関する基本的な考え方（指針）」により、行政機関に蓄積されている行政情報について

は、情報通信技術を用い、行政機関の諸活動に関する透明性を高め、開かれた行政の実現を図るとともに、行政

情報を有効活用し、国民、企業等の社会・経済活動に有益な情報資源の充実に資する観点から、原則としてホー

ムページにより提供することを積極的に推進することとされている。 

 

また、国土交通省では、建設業者等 20分野に関し、国土交通省が定める「ネガティブ情報」（全

ての行政処分及び個別の事業者に対する社会的影響の大きな行政指導等）について検索できる

「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」を平成 19年 10 月 1日から開設し、航空運送事業者

もその対象分野としている。 

しかし、大阪航空局では、上記の７件については当該サイトへの掲載に該当するものとみなし

ているものの、当該サイトの運営に関して本省から事前に示された手順によると、本省から定期

的（毎月）に報告が求められることとされているが、少なくとも平成 21年４月以降、報告の求

めがないこともあって、報告を行っておらず、上記の７件については当該サイトにおいても掲載

されていない。 
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表 平成 21年度以降に大阪航空局が実施した行政処分及び行政指導とその公表、ホームページ

掲載状況 

ホームページへの掲載
処分・指導の プレス発表の

処分・指導年月日 違反行為の概要
種類 実施 国土交通省（本省）ネガ

自局ホームページ
ティブ情報等検索サイト

厳重注意
平成21年8月6日 業務規程違反、作業・検査不備 有 無 無

（行政指導）

厳重注意
平成22年8月18日 業務規程違反 有 無 無

（行政指導）

業務改善勧告
平成22年9月22日 機体整備不備、整備記録不備 有 無 無

（行政指導）

厳重注意
平成22年9月22日 電波を発する電子機器の資料 有 無 無

（行政指導）

厳重注意
平成22年11月24日 整備記録及び飛行記録の虚偽記載 有 無 無

（行政指導）

厳重注意
平成23年5月20日 修理改造検査の未受検 有 無 無

（行政指導）

厳重注意 運行に影響を及ぼす医薬品の服用、
平成24年4月18日 有 無 無

（行政指導） 航空日誌未登載及び飛行記録未記載  
（注）本表は、当局の調査結果に基づき作成した。 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票４ 対象機関名 近畿経済産業局 

事項（項細目） １－（２） 

消費生活用製品安全法及び電気用品安全法に係る違反行為に関して、経済産業局担

当部長名による注意（行政指導）を行った場合は、年間の一覧表として件数・概要

をホームページに掲載するよう経済産業本省から考え方が示されているが、これを

実施していないもの 

件  名 

 

近畿経済産業局では、消費生活用製品安全法及び電気用品安全法に係る違反行為に関して、経済

産業省本省（商務情報政策局製品安全課）から、効率的かつ統一的な対応を確保し、また、事故の

未然防止や再発拡大防止のために、次のとおり措置することについて考え方が示されているとして

いる。 

① 行政処分及び経済産業局長名による厳重注意（行政指導）を行った場合は、事業者名を含め、

その内容についてプレス発表の上、ホームページに掲載する。 

② 経済産業局担当部長名による注意（行政指導）を行った場合は、年間の一覧表として件数・

概要をホームページに掲載する。 

 

今回、消費生活用製品安全法及び電気用品安全法に関し、平成 21年度以降の行政処分及び行政

指導の公表状況を調査したところ、下表のとおり、①消費生活用製品安全法に関して近畿経済産業

局長による厳重注意を行った２件については、事業者名を含め、その内容についてプレス発表の上、

ホームページにより公表されているが、②消費生活用製品安全法に関して同局産業部長による注意

を行った７件及び電気用品安全法に関して同局産業部長による注意を行った 122 件（平成 24 年度

の 17件については、年度途中の件数であるため除いている。）については、ホームページによる公

表は行われていない。 

 

この点について、近畿経済産業局（消費経済課製品安全室）では、同局産業部長による注意を行

った場合について、一般消費者に危害を及ぼすおそれがほとんどないため公表する必要はないと考

えていたが、今回指摘されたように、違反行為の再発防止等の観点から公表すべきであったと考え、

これまでに行った処分等について平成 24年 11 月末に公表するとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 23 -

 

表  消費生活用製品安全法に関する行政処分等とその公表状況       （単位：件） 

21年度 22年度 23年度 24年度

行政処分等の種類 公表に関する本省の指示
処分等 公表 処分等 公表 処分等 公表 処分等 公表

事業者名を含めてプレス発表
改善命令 0 0 0 0 0 0 0 0

ホームページ掲載

行政処分

事業者名を含めてプレス発表
表示の禁止 0 0 0 0 0 0 0 0

ホームページ掲載

事業者名を含めてプレス発表
近畿経済産業局長による厳重注意 2 2 0 0 0 0 0 0

ホームページ掲載

行政指導

年間の一覧表として件数・概
近畿経済産業局産業部長による注意 6 0 1 0 0 0 0 0

要をホームページに掲載
 

 （注）１ 本表は、当局の調査結果に基づき作成した。 

    ２  平成 24 年度については、平成 24年７月までの状況を計上した。 

 

 

表  電気用品安全法に関する行政処分等とその公表状況          （単位：件） 

21年度 22年度 23年度 24年度

行政処分等の種類 公表に関する本省の指示
処分等 公表 処分等 公表 処分等 公表 処分等 公表

事業者名を含めてプレス発表
改善命令 0 0 0 0 0 0 0 0

ホームページ掲載

行政処分

事業者名を含めてプレス発表
表示の禁止 0 0 0 0 0 0 0 0

ホームページ掲載

事業者名を含めてプレス発表
近畿経済産業局長による厳重注意 0 0 0 0 0 0 0 0

ホームページ掲載

行政指導

年間の一覧表として件数・概
近畿経済産業局産業部長による注意 51 0 30 0 41 0 17 0

要をホームページに掲載
 

 （注）１ 本表は、当局の調査結果に基づき作成した。 

    ２  平成 24 年度については、平成 24年７月までの状況を計上した。 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票５ 対象機関名 近畿運輸局 

事項（項細目） ２ 

鉄道事業者等に対する行政指導結果の公表基準等を作成していないため、本省が管

理運営するネガティブ情報等検索サイトや自局ホームページへの掲載にあたって、

事例により公表の取扱いが異なっているもの 

件  名 

 

近畿運輸局（鉄道部）では、鉄道事業者等に対し鉄道事業法及び軌道法に基づく指導・監督を行

っており、利用者に損害や被害を与え又はもたらす恐れがあるなど、社会的に影響の大きい事故が

発生した場合等において、鉄道事業者等に対し近畿運輸局長又は近畿運輸局鉄道部長等による行政

指導（文書指導）を行うとともに、ホームページに掲載するなどして公表することとしている。 

 

しかし、同局（鉄道部）では、実施した行政指導結果の公表に関する取扱いを定めていないため、

次表のとおり、①社会的に影響の大きい事故等と判断したため同局鉄道部長名で行った文書指導結

果を、自局ホームページで公表していない事例や、②自局ホームページで公表した文書指導結果を

国土交通省（本省）ネガティブ情報検索サイトに掲載していない事例が合計６件みられた。 

 これらについて、同局（鉄道部監理課）では、①これまで、文書指導した内容のうち利用者に多

大な影響を与えたものなどを自局ホームページにて公表する取扱いとしていたこと、②文書指導結

果を全て国土交通省（本省）ネガティブ情報検索サイトに掲載し始めたのは平成 24年４月からで

あり、23年度以前の同サイトへの掲載状況までは確認していなかったことによるとしている。 

 

 なお、同局では、自局ホームページと国土交通省（本省）ネガティブ情報検索サイトで、掲載さ

れる事例が区々となっているのは好ましくないことから、公表に関する取扱いを検討していくこと

としており、今後については、プレス発表をしたものについて自局ホームページに公表するととも

に、本省ネガティブ情報検索サイトへも掲載する予定としている。 
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表 平成 23年度以降に近畿運輸局が実施した行政処分及び行政指導とその公表、ホームページ

（

掲載状況 

ホームページへの掲載
処分・指導の プレス発表の

処分・指導年月日 違反行為の概要
種類 実施 自局ホーム 国土交通省（本省）ネガ

ページ ティブ情報等検索サイト

文書指導
平成23年4月7日 運転士が列車走行中に携帯電話を操作 有 有 無

（行政指導）

文書指導 内燃動車の冷却装置送風機用補機駆動軸が落下する事
平成23年8月26日 無 無 有

（行政指導） 態が発生

文書指導
平成23年10月14日 運転士が運転中に携帯電話を使用 有 有 有

（行政指導）

駅構内で入換え車両が入換信号機の停止信号を冒進し、
文書指導 分岐機を割り出す事象が発生。他日には、車庫内におい

平成24年1月18日 無 無 有
（行政指導） て入換車両の入換信号機の停止信号冒進による車両脱

線事故が発生

文書指導 駅構内でプラットホームにある倉庫の火災により輸送障害
平成24年2月22日 無 無 有

（行政指導） が発生

文書指導 駅構内において職員が喫煙したことにより列車の運行に
平成24年4月3日 有 有 有

（行政指導） 支障を来した。他日にも同様の事案を発生

車庫構内で入換車両が入換信号機の停止信号を冒進し、
文書指導

平成24年6月8日 分岐機を割り出す事象が発生。他日にも同様の事案を発 有 有 有
（行政指導）

生

文書指導 車両停止標識を冒進し、また踏切が無遮断となることを認
平成24年7月10日 無 無 有

（行政指導） 識していたにも拘わらず退行運転を実施

文書指導 駅務職員が着服した遺失物であるICカード乗車券を不正
平成24年7月26日 無 無 有

（行政指導） に処理し、度々無賃乗車を行っていた事実が発覚  

注）１ 本表は、当局の調査結果に基づき作成した。 

２ 本表では、国土交通省（本省）ネガティブ情報等検索サイトへの掲載が確認できる平成 23年度以降の状況を

対象とした。 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票６ 対象機関名 近畿運輸局 

事項（項細目）   ２

自動車整備業者の不利益処分情報をホームページに集約して掲載しているが、長年

該当事例がないことから更新されておらず、以前の状態のままとなっているもの 
件  名 

  

近畿運輸局では、自局ホームページに「表彰・処分」の掲載ページを設けており、「バス・タク

シー・トラックの行政処分」、「自動車整備業に係る処分」及び「船員法等関係法令違反船舶所有者

について」とした掲載ページを設け、自局で行政処分等を行った情報を掲載することとしている。

このうち、自動車技術安全部が管理している「自動車整備に係る処分」については、ⅰ）管理課関

係、ⅱ）整備課関係、ⅲ）技術課関係、ⅳ）保安・環境課関係の４つの掲載ページを設けている。

 

掲載ページに至る手順 

： 近畿運輸局ホームページ（トップページ） 

＞「表彰・処分」                         【手順図の(1)】

＞「自動車整備業に係る処分」                  【手順図の(2)】

  ＞「管理課関係」「整備課関係」「技術課関係」「保安・環境課関係」 【手順図の(3)】

  

 また、ホームページ等の掲載情報の内容については、「行政情報の電子的提供に関する基本的考

え方（指針）」（平成 16年 11 月 2日、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定）において、「最

新の状態を維持管理することとする。」と示されている。  

 

しかし、今回当局が調査したところ、上記「自動車整備に係る処分」ⅰ）～ⅳ）の４つの掲載ペ

ージのうち、３つの掲載ページについては、次のとおり、最新の情報が掲載されていない状況がみ

られた。 

① ４つの掲載ページのうち、ⅱ）整備課関係を除く３つ（ⅰ）管理課関係、ⅲ）技術課関係、ⅳ）

保安・環境課関係）のページについては情報が更新されておらず、５年以上前（古いものは 10

年以上前）の情報が掲載されている。【手順図の(4)、(6)、(7)に該当】 

② ４つの掲載ページのうち１つ（ⅳ）保安・環境課）には、組織再編前の課名（安全・環境課（現

保安・環境課））が掲載されている。【手順図の(7)に該当】 

 

これについて、同局では、５年以上情報を更新していなかった３つの掲載ページの行政分野では、

最終更新した時点から現在まで事業者への処分実績がなかった（注）ことから、該当ページの更新

を行っていなかったとしているが、誤解を生じるためその後削除している。 

（注）５年以上情報を更新していなかった３つの掲載ページの行政分野（ⅰ）管理課関係、ⅲ）技術課関係、ⅳ）保安・

環境課関係）について、ⅲ）技術課関係では所管する業務のうち事業者への処分権限のあるものはなく、ⅰ）管理課

関係及びⅳ）保安・環境課関係では所管する業務のうち事業者への処分権限はあるものの少なくとも平成 13年２月

以降処分実績がない。 
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≪近畿運輸局ホームページ「自動車整備に係る処分」の各課処分内容のページに至る手順≫ 

 

 近畿運輸局ホームページ（トップページ） 

(1)「表彰・処分」をクリック 

 

 (2)「自動車整備業に係る処分」をクリック 
 
 

 (3) 管理課関係 【以下の手順(4)】 

整備課関係 【以下の手順(5)】 

技術課関係 【以下の手順(6)】 

保安・環境課関係 【以下の手順(7)】 

をクリック 

 

 
 
 
 
 
 
 



 - 28 -

 
 
 

(4)「管理課関係」のページは平成 13年

２月が最終更新であり、現在まで 10年

以上更新されていない。 

 

(5)「整備課関係」のページは、順次更新

されている。また、国土交通省（本省）

ネガティブ情報等検索サイトのページ

へのリンクも貼られている。 

 

(6)「技術課関係」のページは平成 19年３

月が最終更新であり、現在まで５年以上

更新されていない。 

 

(7)「保安・環境課関係」のページは平成

13年２月が最終更新であり、現在まで

10年以上更新されていない。また、本ペ

ージには古い課名「安全・環境課（現 保

安・環境課）」が掲載されている。 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票７ 対象機関名 近畿運輸局 

事項（項細目） ２ 

ホームページによる港湾運送事業者に対する文書警告（行政指導）の公表時期が、

警告日の 27日から 56日後となっているもの 

 

近畿運輸局（海事振興部 貨物・港運課）では、港湾運送事業法に基づき、毎年度、港湾運送事

業者を対象に港湾運送事業監査を実施し、その結果を踏まえ、平成 21年度から同 23年度の３年間

において、延べ 36事業者に対して、港湾運送料金違反等について是正を行うよう文書警告（行政

指導）を行っている。 

また、文書警告に当たっては、「港湾運送事業監査要領」（平成 18年 5月 9日港湾局港湾経済課

長国港経第 32号）により、その旨公表することとし、近畿運輸局では、上記の延べ 36事業者につ

いて、自局のホームページ及び掲示板に事業者名、住所、事業の種類及び文書警告年月日を掲載し

ている。 

しかし、公表に当たっては、当該違反事業者の早期の是正を促すため、また、他の事業者の法令

遵守を促すためにも警告文書の施行から速やかにこれを実施することが適切であると考えられ、さ

らに、今回調査対象とした 14機関においても概ね即日等速やかに公表しているところ、上記の延

べ 36事業者に係る公表の時期をみると、下表のとおり、文書警告日より 27日から 56日を経過し

た時点となっている。 

なお、貨物・港運課では、システム上の理由など公表までに約１か月を要する特段の事情は無い

としている。 

件  名 

 

   表  文書警告から公表までの平均所要日数 

文書警告から公表
監査実施年度 文書警告年月日 警告した事業者数 公表年月日

までの所要日数

平成22年2月9日 3 56
平成21年度 平成22年4月6日

平成22年3月8日 10 29

平成22年度 平成23年2月10日 12 平成23年3月10日 28

平成23年度 平成24年2月3日 11 平成24年3月1日 27

文書警告から公表までの平均所要日数 30.3
 

    （注）本表は、当局の調査結果に基づき作成した。 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票８ 対象機関名 近畿総合通信局 

事項（項細目） ２ 

年度報告で公表している行政処分情報を、処分後、速やかに公表することが適切な

もの 
件  名 

 

 近畿総合通信局では、免許を受けずに電波を発射し、放送や航空、海上、消防、救急用の通信や

携帯電話等の重要無線通信に混信・妨害を与える不法無線局の取締や行政処分等を行っている。 

 また、不法無線局について警察署や海上保安庁とともに取締を行った結果、告発した事例につい

ては、再発防止を図るため、告発後に報道発表するとともに自局のホームページに掲載して周知を

図っている。なお、平成 21年度以降の告発件数は次表のとおり。 

 

（不法無線局の告発事例をホームページで公表している状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表  不法無線局の告発実績（近畿総合通信局管内）  

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

６１件 ５１件 ６６件 

   （注）本表は、近畿総合通信局公表資料に基づき作成した。 
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 また、同局では、平成 22年度に合計４件について行政処分を行い、このうち事業者については、

以下の１件について実施している。 

 

表  近畿総合通信局が事業者に対して実施した平成 22年度行政処分事案 

区分 事 案の内容 等 

 免許を受けずに移動局２局を開設・運用していたタクシー事業者に対して、同社
事業者 

が免許を受けていた他のタクシー事業用無線局を 28日間運用停止 

（注）本表は、平成 23年４月 27日に公表された「平成 22年度近畿管内における電波監視の概要」に基づき作成。 

 

しかし、上記行政処分の公表方法としては、電波監視の概要として年度単位に取りまとめられる

資料（「平成 22年度近畿管内における電波監視の概要」）の中で示されたもので、行政処分の時点

で公表（報道発表及びホームページへの掲載）していない。 

この状況について、同局では、「本省から示されている処分基準には、公表の扱いについては示

されていないので、個別に判断してきたが、従来から、電波監視分野においては、告発事案のみを

摘発時点で報道発表及びホームページに掲載して公表してきた。」と説明している。 

 

なお、過去の他の行政処分の取扱状況をみると、平成 21年８月に同局が実施した無線従事者に

対する以下の行政処分事案については、行政処分の実施と同時に、報道発表及びホームページに掲

載している状況がみられた。 

 

（平成 21年度の行政処分結果公表事例） 

同局では、兵庫県内在住の男性に対し、電波法違反で 42日間の無線従事者として無線局に従事

することの停止処分を実施している。当該男性は、業務用無線機の販売を目的にエリア調査を行う

に当たり、免許を受けずに同調査に使用する無線局（実験試験局）を開設していたもので、電波法

第４条に違反したもの。 
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（平成 21年度の行政処分結果公表事例のホームページ掲載状況） 
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事 例 票 

Ｎｏ 事例票９ 対象機関名 大阪税関 

事項（項細目） ２ 

平成 23 年度に通関業法に基づいて通関業者に対して業務停止処分を行っていると

ころ、掲示板（法令義務による公表）及びホームページによる掲載期間が 15 日間

で、業務停止期間の末期以前に終了しているもの 

近畿管区行政評価局 

件  名 

 

通関業法第 34条第 2項によると、税関長は通関業者に対して同条第 1項の規定による処分をし

た時は、遅滞なくその旨公告しなければならないとされ、また、「行政情報の電子的提供に関する

基本的考え方（指針）」（平成 16年 11 月 12 日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）によ

ると、公告等の方法により法令において公表等が義務付けられている情報については、原則として、

現行の公表等の手段に加えホームページでも提供することとされている。 

今回、大阪税関が平成 21年度以降、通関業法第 34条第１項の規定に基づき実施した１件の行政

処分（通関業務の全部停止：71日間）について、その公表状況を調査したところ、大阪税関では、

同法第２項に定める公告については、通関業法基本通達 34－5に定めるとおり、処分日にその内容

を庁舎において掲示し、また、上記指針が定めるホームページへの掲載についても、自局のホーム

ページ内に「通関業者の監督処分に関する公告欄」を設け、掲示と同一の内容を処分日に掲載して

いる。 

しかし、本件に係るホームページの掲載期間をみると、次表のとおり、処分日の平成 23年 8月

18 日から同年 9月 1日までの 15日間となっており（庁舎掲示期間も同一）、9月 2日から 11月 10

日までの 70日間については、処分による通関業務の停止期間であるが、処分内容の掲載等がなさ

れていない状況となっている。 

なお、大阪税関によると、通関業の許可、許可の消滅、通関業者に対する監督処分及び通関士に

対する懲戒処分に当たっては、その旨の公告義務があるが、庁舎掲示及びホームページへの掲載に

関する期間については特に規程等により定められておらず、該当事例がある場合は、通常約１か月

程度掲示、掲載しているとしている。また、本件の場合は、関税法の違反を端緒とし、当該事業者

が通関業の許可を受けていた複数の税関（大阪税関等５税関）で同時に処分を行ったことから、公

表期間についても統一性を図り、これを等しく 15日間としたものであるとしている。 

 

  表 大阪税関が通関業者に対して実施した行政処分の内容とその公表状況（平成 21年度以降の１件） 

 処分の種類 通関業務の全部停止

根拠条文 通関業法34条第1項

処分内容 処分日 平成23年8月18日

業務停止期間 平成23年9月1日から同年11月10日までの71日間

違反内容 関税法第111条第２項等の規定に違反

根拠条文 通関業法34条第2項

公表状況 掲示期間 平成23年8月18日から同年9月1日までの15日間

ホームページ掲載期間 平成23年8月18日から同年9月1日までの15日間
 

（注）本表は、当局の調査結果に基づき作成した。 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票１０ 対象機関名 大阪労働局 

事項（項細目） ３ 

ホームページの報道発表資料欄等で記者レク資料等を公表しているが、集約化され

ておらず、また、件名に事業者名等の個別情報がないことから、一覧性が確保され

ていないもの 

件  名 

 

大阪労働局では、平成 21年度以降、労働者派遣法に基づき、労働者派遣事業者に対し、ⅰ）多

重派遣等の個別の違反内容（後述のⅱを除く）を端緒とした行政処分（事業停止命令、事業改善命

令）を９社に対し、ⅱ）同法に定める事業報告書が未提出であったことを端緒とし、所在不明であ

ることが判明した事業者に対する行政処分（事業停止命令、事業改善命令）を 160 社に対しそれぞ

れ実施しており、処分結果については、随時、同局ホームページの「報道発表資料」や「報道発表

資料一覧」のコーナーに掲載し公表している。 

なお、ⅱの所在不明事業者への処分結果の公表は、複数の事業者をまとめて公表する形式をとっ

ている。 

 

 しかし、次のとおり、これらの労働者派遣事業者に関するネガティブ情報について、一覧性が確

保されていない状況となっている。 

 

① 「報道発表資料」等のコーナーには行事案内等の各種情報を掲載していることから、労働者派

遣法関係のネガティブ情報はこれらの資料の中に散在しており、集約化されていない。 

なお、労働者派遣法を所管する部署では、「各種法令・制度・手続き」のページの中に「労働

者派遣事業関係」のページを設定し各種情報を掲載しているが、同ページにネガティブ情報を掲

載していない。 

 

② 上記ⅰに係る行政処分結果については、事例の件名に事業者名等の個別情報がなく、同種の事

例は同じ件名で示されていることから、目的の情報を得るためには、１件１件、該当する事例が

表示されるまでクリックして確認する必要があるものとなっている。 

なお、同局が「報道発表資料」等のコーナーで掲載している他の行政処分等の事例（厚生労働

省本省で行政処分等を実施した障害者雇用促進法関係の事例）では、当該事例の件名に事業者名

を記載し、目的となる情報を分かりやすく掲載しているものがみられる。 

 

※ 他機関では、行政処分等の実施結果を集約したページを設け、個々の事例の件名に被処分者名、

処分年月日等、当該事例を特定するための具体的情報を含めて表示し、目的の事例を探しやすく

して、情報の一覧性についても確保している例がみられる。（事例票 14（近畿財務局）「金融商品

取引法に基づく不利益処分の掲載状況」参照） 
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（大阪労働局ホームページにおける掲載状況） 

掲載場所：トップページ＞ニュース＆トピックス＞報道発表資料 

○ 労働者派遣法に基づく

行政処分情報が他の情報

の中に混在している。 

○ また、事例の件名に事

業者名等の個別情報がな

く、同種の事例は同じ件

名で示されている。 

また、他の行政処分等の事

例（厚生労働省本省で行政

処分等を実施した障害者雇

用促進法関係の事例）では、

件名に事業者名を記載して

いるものがみられる。 

 （注）墨消し部分は個別事業者名である。 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票１１ 対象機関名 近畿経済産業局 

事項（項細目） ３ 

ホームページの新着情報欄等で記者レク資料等を公表しているが、ホームページ内

に散在しており、一覧性が確保されていないものなど 
件  名 

 

① 近畿経済産業局では、特定商取引に関する法律、消費生活用製品安全法及びガス事業法等に基

づいて指導監督を行い、その結果、行政処分等を実施した状況をホームページ等で公表している。

ホームページへの情報掲載については、平成 21年 11 月、それまでの取扱いを整理し、「近畿

経済産業局ホームページ運営基本方針」（平成 21年 11 月 19 日広報委員会策定）としてとりまと

めており、ネガティブ情報に関しても、同方針に定める「報道発表情報」又は「その他各種政策

説明等対外的に公表すべき事項」に該当するとして、主にプレス発表した内容を処分等の実施日

と同日に掲載することとしている。 

しかし、ホームページにおけるネガティブ情報の掲載状況をみると、以下のとおり、「報道発

表」欄（平成 19年３月以降掲載）や特定商取引に関する法律関係のページである「消費者相談

室」欄等（平成 19年 11 月以降掲載）において、これらネガティブ情報が各種情報の中に散在し

て掲載されており、ネガティブ情報の一覧性や検索性が確保されていないものとなっている。 

   

② 上記の状況のほかに、「報道発表」欄や「消費者相談室」欄では、過去に掲載されたネガティ

ブ情報でリンク切れが発生し、詳細な情報が分からなくなっているものがあることから、掲載期

間を踏まえた情報の整理が必要とみられる。 

例１： 平成 18年 10 月 27 日付けで「報道発表」欄に掲載された「特定商取引法違反の訪問販

売業者に対する業務停止命令」の事例について、リンク切れが発生している。 

例２： 経済産業省本省ホームページの該当ページが削除されたため、以下のページでリンク切

れが発生している。 

・平成 17年 11 月 30 日付けで「報道発表」欄に掲載された「消費生活用製品安全法第 82

条に基づく緊急命令」の事例 

・平成 19年 11 月 28 日以前に「消費者相談室」欄に掲載された「経済産業省が行った特

定商品取引に関する法律による行政処分」の事例 

 

近畿経済産業局によると、上記基本方針により、ホームページの掲載期間については、原則５年

間と定めているが、ネガティブ情報の一覧表を設ける等により一覧性を確保する場合は、ネガティ

ブ情報に関する適切な掲載期間について、あらためて検討する必要があるとしている。 

 

※ ネガティブ情報の一覧表を設ける等により、情報の一覧性や検索性が確保され、利便性が向上

すると考えられる。 

なお、他機関では、行政処分等の実施結果を集約したページを設け、個々の事例の件名に被処

分者名、処分年月日等、当該事例を特定するための具体的情報を含めて表示して、目的の事例を

探しやすくし、情報の一覧性についても確保している例がみられる。（事例票 14（近畿財務局）

「金融商品取引法に基づく不利益処分の掲載状況」参照） 
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（ネガティブ情報が各種情報の中に散在して

 

○「報道発表」のページ 

おり、一覧性や検索性が確保されていない例） 

近畿経済産業局ホームページの

報道発表欄に、ネガティブ情報

（この場合、ガス事業法違反に

対する厳重注意）が混在して掲

載されている。 

 

 

ガス事業法違反に対し事業者に

厳重注意を行った事例が掲載さ

れている。 

（注）墨消し部分は個別事業者名又は地名である。 
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○バックナンバーの掲載状況 

 

 

○「消費者相談室」のページ 

 
 

「消費者相談室」の

ページに、ネガティ

ブ情報（この場合、

特定商取引法違反事

業者に対する業務停

止命令）が混在して

掲載されている。 
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（過去に掲載されたネガティブ情報でリンク切れが発生している例） 

○「報道発表 平成 18年度分」のページ 

リンクあり 

 

 

 
リンク切れが発生 

 

 

 

（注）墨消し部分は個別事業者名又は地名である。 
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○「報道発表 平成 17年度分」のページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）墨消し部分は個別事業者名である。 
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○「消費者相談室」のページ 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票１２ 対象機関名 中部近畿産業保安監督部近畿支部 

事項（項細目） ３ 

件  名 ネガティブ情報の一覧性、統一性が図られていないもの 

 

中部近畿産業保安監督部近畿支部では、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、

ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び鉱山保安法等に基づい

て指導・監督を行い、その結果、行政処分等を実施した事例について、ホームページ等で公表して

いる。 

同支部では、業務実施計画において業務の透明性を確保することを取り上げ、行政処分結果、立

入検査結果等についてもホームページに速やかに掲載・周知することとしている。また、ホームペ

ージへの情報掲載については、それまでの取扱いを整理し、「プレス・ホームページ掲載基準につ

いて」（平成 22年５月近畿支部部議決定）として取りまとめ、個別事業者等への指導、処分等につ

いては、全てホームページに掲載するなどとしている。 

 

今回、当局において、ホームページにおけるネガティブ情報の掲載状況を調査したところ、各ペ

ージで掲載方法が異なっているなど、以下のとおり改善の余地がみられた。（なお、一部について

は見直しに着手している。） 

 

① 同支部では、所管する「電気の保安」、「ガス・火薬類等の保安」、「鉱山の保安」の３つの分野

のネガティブ情報等を区分してホームページに掲載している。 

このうち、電力安全課が担当する「電気の保安」のページについては、電気事業法や電気工事

業の業務の適正化に関する法律に関する厳重注意（行政指導）事例が掲載されているが、平成 16

年５月以降の各種情報の中に散在しており、これらネガティブ情報の一覧性が確保されていない

ものとなっている。 

  一方、他の部署が担当するホームページをみると、以下のとおり、一覧性が確保されたものと

なっている。 

○ 保安課が担当する「ガス・火薬類等の保安」のページには、「厳重注意」のページがあり、

ガス事業法違反に対する厳重注意の事例、液化石油ガス保安業務の実施状況に係る厳重注意の

事例等を集約して掲載している。 

○ 鉱山保安課が担当する「鉱山の保安」のページには、「行政措置」のページがあり、鉱山災

害等に係る鉱業権者に対する厳重注意や注意事例を集約して掲載している。 

 

② 上記①のとおり、行政指導等の事例を集約して掲載するページについて、各課によって異なっ

たページ名称が用いられている。また、事例を集約して掲載する際に、指導等年月日や対象者名

の記載の有無が、各課により異なっている。（以下参照。なお、これらの中には、当局の調査途

上で見直しがなされたものもある。） 

○ 保安課が担当する「ガス・火薬類等の保安」のページでは、行政指導等の事例を集約して掲

載するページ名称として「厳重注意」を用いている。また、事例を集約して掲載する際には、

対象となった事業者名を掲載しているが、行政指導等が行われた年月日は掲載していない。 
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○ 鉱山保安課が担当する「鉱山の保安」のページでは、行政指導等の事例を集約して掲載する

ページ名称として「行政措置」を用いており、「ガス・火薬類等の保安」のページにある「厳

重注意」とは異なっている。また、事例を集約して掲載する際に、行政指導が行われた年月と

対象となった鉱山名を掲載している。（鉱山名は当局の調査途上で見直され掲載したもの。） 

 

※ ネガティブ情報の一覧表を設ける、情報の一覧性や検索性を確保することにより、利便性が向

上すると考えられる。 

 なお、他機関では、行政処分等の実施結果を集約したページを設け、個々の事例の件名に被処

分者名、処分年月日等、当該事例を特定するための具体的情報を含めて表示して、目的の事例を

探しやすくし、情報の一覧性についても確保している例がみられる。（事例票 14（近畿財務局）

「金融商品取引法に基づく不利益処分の掲載状況」参照） 

 

 

≪中部近畿産業保安監督部近畿支部ホームページ≫ 

 

【トップページ】 

【①「電気の保安」 【②「ガス・火薬類等」 【③「鉱山の保安」 

のページ】 のページ】 のページ】 
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【①「電気の保安」のページ】 

（「電気の保安」のトップページ） 

参考：H24.8.23 時点での同ページ 

当局の調査後に、「行政措置」欄、「注

意喚起」欄が設けられている。 

（ただし、H24.11.6 時点で、両欄へ

のコンテンツ掲載はない。） 

「行政措置」、「注意

喚起」欄は設けられ

ていない。 

 

 

「過去の一覧」をクリック 

（お知らせ・TOPICS の過去分） 

 

「お知らせ・TOPICS の過去分」

欄に、ネガティブ情報（この

場合、不適切な電気工事への

注意喚起）が混在して掲載さ
 

れている。 
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【②「ガス・火薬類等の保安」のページ】  

（「ガス・火薬類等の保安」のトップページ） 

「都市ガスの保安＞厳重注意」欄 

これまで事業者に対し実施した

厳重注意（行政指導）結果を、

集約して掲載している。 

（次ページ参照） 

「ＬＰガスの保安＞厳重注意」欄 

これまで事業者に対し実施した

厳重注意（行政指導）結果を、

集約して掲載している。 

（次ページ参照） 

 

 

それぞれの「厳重注意」欄をクリック 

 

（ガス事業法違反に対する厳重注意（行政指導）結果） 
厳重注意（行政指導）

を実施した、又は結果

公表した年月日を掲載

していない。 

 

 
（注）墨消し部分は個別事業者名である。 

 

（液化石油ガス保安業務に関する厳重注意（行政指導）結果） 

 

（注）墨消し部分は個別事業者名である。 

 



 - 46 -

【③「鉱山の保安」のページ】  

（「鉱山の保安」のトップページ） 

これまで鉱業権者に対し実施した厳

重注意・注意（行政指導）結果を、

集約して掲載している。 

（以下参照） 

 

 

       「行政措置」欄をクリック 

 

（鉱業権者に対する厳重注意・注意（行政指導）結果） 

当局の調査後、鉱山名が付記されている。

 

（注）墨消し部分は個別鉱山名である。 

 

参考：H24.8.23 時点での同ページ 
鉱山名は記載されていない。 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票１３ 対象機関名 近畿厚生局 

事項（項細目） ３ 

ホームページに掲載される事例の件名に、被処分者名など事例を特定する固有の情

報が含まれていないことから、情報の一覧性が確保されていないもの 
件  名 

 

近畿厚生局では、事業者等に対する指導・監督の結果、行政処分やこれに準じた行政上の措置（行

政指導を除く）を行った場合は、原則として、その内容をホームページで公表することとしており、

平成 21年度以降、柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いの中止等の措置を行った 53

件についてもホームページでその内容を公表している。 

しかし、ホームページにおけるこれらの掲載状況をみると、専用に設けられた「柔道整復師の施

術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて」のページにおいて、措置を行った事例

が集約して掲載されているが、以下のとおり、処分を受けた柔道整復師等の氏名など、当該事例を

特定する固有の具体的情報が件名に含まれていないことから、目的の事例が探しづらく、一覧性も

確保されていないものとなっている。 

なお、健康保険法に基づき実施している保険医療機関及び保険薬局の指定の取消等並びに保険医

及び保険薬剤師の登録の取消等に関しては、別途一覧表が作成され、「近畿厚生局管内の保険医療

機関・保険薬局の取消・取消相当一覧」の例では、「保険医療機関名」、「開設者氏名」、「所在地」、

「取消（取消相当）年月日」を総覧することができ、情報の一覧性が確保されている。 

 

（近畿厚生局ホームページ） 

行政措置情報 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票１４ 対象機関名 近畿財務局 

事項（項細目） ３ 

信用金庫法に基づく不利益処分情報の掲載場所が分かりにくく、また各種の掲載情

報と混在しているもの 
件  名 

 

近畿財務局では、金融上の行政処分については、他の金融機関等における予測可能性を高め、同

様の事案の発生を抑制する観点から、原則として、ホームページ等で公表することにより透明性を

確保することとしている。 

しかし、ホームページにおけるこれらネガティブ情報の掲載状況をみると、次表のとおり、金融

商品取引法に基づく不利益処分の掲載については、専用の「金融商品取引業者等に対する行政処分

等について」欄が設けられ、一覧性も確保されている一方で、信用金庫法に基づく不利益処分の掲

載については、「銀行・信用金庫・信用組合に関する談話等」の欄に掲載されており、ページのタ

イトルからは不利益処分が掲載されていることが分からず、あらかじめ当該欄に信用金庫法に基づ

く不利益処分が掲載されていることを知らないと掲載場所を探すのが困難であり、また、近畿財務

局長の談話等各種情報の中に不利益処分情報が混在していることから、一覧性が確保されておら

ず、掲載の統一性が図られていないものとなっている。 

 

表  金融商品取引法に基づく不利益処分と信用金庫法に基づく不利益処分の掲載状況の比較 

行政処分の種類 金融商品取引法に基づく不利益処分 信用金庫法に基づく不利益処分

「トップページ」 「トップページ」
>「金融・証券」 >「金融・証券」

ホームページ上の掲載場所
 >「金融商品取引業法等関係資料」  >「金融関係発表資料」
  >「金融商品取引業者等に対する行政処分等について」   >「銀行・信用金庫・信用組合に関する談話等」

金融商品取引法に基づく不利益処分のみで構成 信用金庫法に基づく不利益処分は、近畿財務局長談話
や許可・認可情報と混在

掲載ページの状況

 

 （注）本表は、当局の調査結果に基づき作成した。 
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  金融商品取引法に基づく不利益処分の掲載状況（一覧性が確保されているもの） 

不利益処分一覧

 

（注）墨消し部分は個別事業者名である。 

 

 

信用金庫法に基づく不利益処分の掲載状況（一覧性が確保されていないもの） 

不利益処分事例  

（注）墨消し部分は個別事業者名である。 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票１５ 対象機関名 大阪航空局 

事項（項細目） ３ 

自局のホームページにおいて、本省が管理運営し、全国のネガティブ情報を一元化

して掲載するネガティブ情報等検索サイトをリンクしているが、その案内がなく、

サイトの存在が分かりにくいもの 

件  名 

 

国土交通省では、本省大臣官房広報課で「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」を管理・運

営しており、全国で行われた対象分野（注）の行政処分等の状況を掲載している。 

（注）国土交通省ネガティブ情報等検索サイトでは、バス事業者、タクシー事業者、トラック事業者、鉄道事業者、航空

機運送事業者、建設業者、宅地建物取引業者等、同省で所管する 20分野を公開対象としている。 

 

大阪航空局では、航空機運送事業者等への指導監督を行っていることから、自局ホームページの

リンク集から、国土交通省ネガティブ情報等検索サイトへリンクさせている。 

しかし、以下のとおり、トップページにリンク集を設定しているが、リンク集の表示が欄外に小

さく掲示されていること、また、リンク先の内容についてトップページで案内されていないことか

ら、リンク先となっているネガティブ情報等検索サイトの存在が分かりにくいものとなっている。

 

なお、今回調査対象とした機関の中には、ⅰ）同局と同じく国土交通省の出先機関である近畿運

輸局（バス事業者、タクシー事業者、トラック事業者、鉄道事業者等を指導監督）や近畿地方整備

局（建設業者、宅地建物取引業者等を指導監督）では、それぞれのホームページ（トップページ）

の分かりやすい場所に、ネガティブ情報等検索サイトへのリンクバナーを設定している状況のほ

か、ⅱ）トップページにリンク先を表示している機関もみられた。 
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《大阪航空局ホームページにおける「ネガティブ情報検索サイト」へのリンクに至る手順》 

（トップページ） 

トップページの右下に

「リンク集」へのリンク

あり。 
   

 

リンク集の一番下に「国土交通省

ネガティブ情報等検索サイト」の

リンクあり。 
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《国土交通省ネガティブ情報等検索サイトのリンクバナーを掲示しているもの》 

（近畿運輸局のトップページ） 

トップページの右上

に、ネガティブ情報検

索サイトへリンクされ

たバナーを表示 

 

 

（近畿地方整備局のトップページ） 

トップページの左側

に、ネガティブ情報検

索サイトへリンクされ

たバナーを表示 

 

 

《自局のトップページにリンク先を表示している例》 

 大阪法務局の例 
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事 例 票 

近畿管区行政評価局 

Ｎｏ 事例票１６ 対象機関名 近畿農政局 

事項（項細目） ３ 

自局ホームページ内に自局分と本省へリンクする同一名称のバナーが２か所にあ

るなどにより、ネガティブ情報の掲載場所が分かりにくいもの（本事例については、

調査後速やかに改善されている。） 

件  名 

 

近畿農政局では、ネガティブ情報である JAS 法に基づく個別事業者への指示（行政指導）結果を

自局ホームページに掲載しており、トップページにある「食品表示と JAS 規格」の名称のバナーを

クリックすることで、指示結果の掲載ページに至ることができる（以下「近畿農政局ホームページ

における閲覧手順及び改善結果」参照）。 

 

① しかし、同局ホームページ内には「食品表示と JAS 規格」の名称のバナーが上記の場所の他に

もう１か所（計２か所）に掲載されており、それぞれのバナーのリンク先が異なっている。 

２か所目のページは、以下「近畿農政局ホームページにおける閲覧手順及び改善結果」のとお

り、同局ホームページのトップページから「消費・安全」のページを開き、「食品表示と JAS 規

格」のバナーをクリックした場合、上記の自局ページとは異なる農林水産省本省の「食品表示と

JAS 規格」のページへ至ることとなる。 

 

② また、以下のとおり、近畿農政局のホームページで指示（行政指導）結果を掲載しているペー

ジについて、ネガティブ情報を集約して掲載しているページのタイトルは「報道発表資料」の名

称となっており、ネガティブ情報が整理・掲載されているページであることが分かりにくくなっ

ている。 

 

 これらの状況については、日常的なホームページ内容の確認等が不十分であったことによるが、

上記２点について同局に対し確認したところ、表示が分かりにくいとして、調査途上で以下のとお

り見直しが行われた。 
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《近畿農政局ホームページにおける本事例の閲覧手順及び改善結果》 

 

①２種類の同一名によるバナー表示 

 

 自局ホームページ 自局・本省ホームページ 

   

掲載場所 近畿農政局ホームページ（トップページ）  近畿農政局ホームページ（トップページ）

にバナー「食品表示と JAS 規格」を表示 ＞消費・安全 

   バナー「食品表示と JAS 規格」を表示

表示内容  

 

「食品表示と JAS 規格」の 

バナーをクリック 「食品表示と JAS 規格」の 

バナーをクリック  

【旧表示】 

 

 農林水産省 (本

 省)の「食品表示
改
善

と JAS 規格」のペ

近畿農政局ホームペー ージに至る。 

ジ内の「食品表示とJAS

規格」のページにリン

クされている。  

 

【新表示】 

リンク先を、近畿農政局

ホームページ内の「食品同じ内容に統一
表示と JAS 規格」のペー

ジに見直し 

 

 
「報道発表資料」をクリックすると、

 
これまで近畿農政局で実施した指示・

 公表結果の一覧が表示される。 
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②分かりにくいページ案内 

「食品表示と JAS 規格」の 

バナーをクリック 

 

 

 

 

近畿農政局ホームページ内の「食品表示と JAS 規格」のページにリンクされている。 

【旧表示】  【新表示】 

改
善

「報道発表資料（指示・公表一覧）」と

の名称に見直し 「報道発表資料」との名称 

 

 

 

 

「報道発表資料」をクリックすると、

これまで近畿農政局で実施した不適正表
 

示に対する措置内容が集約的に掲載され
 ている。 

しかし、「報道発表資料」の名称である  

ことから、掲載内容が分かりにくい。  

「報道発表資料（指示・公表

 

一覧）」

のタイトルに見直し 
「報道発表資料」のタイトル 

掲載内容は、これまで近畿農政局で実

施した不適正表示に対する措置内容で

ある。 

 
 

 

 




